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持続可能な福祉と医療をめざして特
集

　

一　

は
じ
め
に

　

医
療
、
介
護
、
障
害
福
祉
分
野
の
サ
ー
ビ
ス
等
の
価
格
は
、
自
由
診
療

等
を
除
い
て
は
国
が
定
め
る
「
公
的
価
格
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

診
療
報
酬
、
介
護
報
酬
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

二
〇
二
四
年
度
は
こ
れ
ら
三
つ
の
報
酬
が
同
時
に
改
定
時
期
を
迎
え＊
１

、
六

年
に
一
度
の
「
ト
リ
プ
ル
改
定
」
の
年
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
三
分
野
に
お
い
て
は
、
従
事
者
の
賃
金
の
原
資
は
各
報
酬
制

度
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
他
産
業
で
の
賃
上
げ
が
進
む
中
、
従
事
者

の
処
遇
改
善
・
人
材
確
保
に
必
要
な
報
酬
引
上
げ
が
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、

報
酬
引
上
げ
は
患
者
・
利
用
者
の
自
己
負
担
増
や
各
社
会
保
険
制
度
に
お

け
る
支
出
増
、
国
・
地
方
自
治
体
の
歳
出
増
に
も
直
結
す
る
た
め
、
改
定

作
業
で
は
、
そ
れ
ら
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
と
る
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
医
療
、
介
護
の
両
分
野
を
中
心
に
、
制
度
を
取

り
巻
く
現
状
、
報
酬
改
定
の
主
な
内
容
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
紹
介
し

た
い
。

　

二　

医
療
・
介
護
を
取
り
巻
く
現
状

（
１
）
止
ま
ら
な
い
人
口
減
と
高
齢
化

　

日
本
の
総
人
口
は
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
日
現
在
、
一
億
二
四
三
五
万

人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
六
五
歳
以
上
人
口
は
三
六
二
三
万
人
、
高
齢
化
率

は
二
九
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
来
年
の
二
〇
二
五
年
に
は
人
口
規
模
が

大
き
い
「
団
塊
の
世
代
」（
一
九
四
七
～
一
九
四
九
年
生
ま
れ
）
が
全
員
七

五
歳
以
上
と
な
る
。
こ
の
先
、
二
〇
四
〇
年
に
は
総
人
口
一
億
一
二
八
四

持
続
可
能
な
福
祉
と
医
療
を
め
ざ
し
て

医
療
・
介
護
を
取
り
巻
く
現
状
と

ト
リ
プ
ル
改
定
の
概
要

物
価
高
騰
等
に
よ
り
実
質
賃
金
の
目
減
り
が
続
く
中
、

医
療
、
介
護
、
障
害
福
祉
分
野
で
は
従
事
者
の
低
賃
金
と
深
刻
な
人
手
不
足
が
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。

六
年
に
一
度
の
報
酬
﹁
ト
リ
プ
ル
改
定
﹂
は
、
ど
の
よ
う
な
検
討
を
踏
ま
え
決
定
さ
れ
た
の
か
。

医
療
、
介
護
の
両
分
野
に
お
け
る
主
な
内
容
を
概
括
す
る
と
と
も
に
、

今
後
の
社
会
保
障
改
革
工
程
に
お
い
て
焦
点
と
な
る
項
目
を
紹
介
す
る
。

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
調
査
室

首
席
調
査
員

長
谷
明
弘

は
せ
・
あ
き
ひ
ろ

一
九
七
八
年
岡
山
県
生
ま
れ
。
二
〇
〇
一
年
参
議
院
事
務
局
に
入
局
。
厚
生
労
働
委
員
会
調
査
室
、
国

際
部
、
環
境
省
総
合
環
境
政
策
局
、
議
事
部
、
委
員
部
、
農
林
水
産
委
員
会
調
査
室
次
席
調
査
員
な
ど

を
経
て
二
〇
二
一
年
よ
り
現
職
。

万
人
、
六
五
歳
以
上
人
口
三
九
二
九
万
人
、
高
齢
化
率
三
四
・
八
％
、
二

〇
七
〇
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
八
七
〇
〇
万
人
、
三
三
六
七
万
人
、
高
齢
化
率

三
八
・
七
％
と
、
人
口
減
と
高
齢
化
が
一
層
進
行
す
る
と
推
計
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、六
五
歳
以
上
で
一
人
暮
ら
し
の
人
の
数
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、二

〇
二
〇
年
に
六
七
二
万
人
、
六
五
歳
以
上
人
口
に
占
め
る
割
合
は
男
性
で

一
五
・
〇
％
、
女
性
で
二
二
・
一
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
四
〇
年
に

は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
四
一
万
人
、
男
性
二
四
・
二
％
、
女
性
二
八
・
三
％
に

増
え
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
医
療
・
介
護
の
需
要
と
医
療
費
・
介
護
費
の
さ

ら
な
る
増
大
が
予
想
さ
れ
る
。

　

一
方
、生
産
年
齢
人
口
（
一
五
～
六
四
歳
）
は
二
〇
二
三
年
に
七
三
九
五

万
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
四
〇
年
に
六
二
一
三
万
人
、
二
〇
七
〇
年

に
四
五
三
五
万
人
と
急
激
に
減
少
す
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
現
役
世
代

は
税
・
社
会
保
険
料
を
負
担
す
る
社
会
保
障
の
「
支
え
手
」
と
し
て
、
ま

た
、
医
療
・
介
護
に
従
事
す
る
「
担
い
手
」
と
し
て
中
心
的
な
存
在
で
あ

り
、
そ
の
数
の
急
減
の
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。

（
２
）
増
大
す
る
医
療
費
・
介
護
費

ア
　
増
加
傾
向
が
続
く
医
療
費

　

高
齢
化
の
進
展
等
に
伴
い
、
医
療
費
は
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
る
。
二

〇
二
二
年
度
の
国
民
医
療
費
（
実
績
見
込
み
）
は
四
六
・
八
兆
円
（
前
年

度
比+

四
・
〇
％
）
と
な
り
、
こ
の
う
ち
後
期
高
齢
者
医
療
費
が
一
八
・

〇
兆
円
（
同+

五
・
三
％
）
で
国
民
医
療
費
全
体
の
三
八
・
四
％
を
占
め

て
い
る
。

イ
　
大
幅
な
伸
び
を
見
せ
る
介
護
費
用
・
介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
制
度
は
二
〇
〇
〇
年
の
創
設
か
ら
二
四
年
が
経
過
し
、
高
齢

者
の
増
加
に
伴
っ
て
大
き
な
成
長
を
遂
げ
、
二
〇
二
二
年
度
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
受
給
者
数
は
六
五
二
万
人
、
二
〇
二
三
年
度
の
介
護
費
用
（
当
初
予

算
ベ
ー
ス
）
は
一
三
・
八
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
費
用
を
賄
う
た
め
、
六
五
歳
以
上
が
支
払
う
第
一
号
保
険
料
は
制

度
創
設
当
初
の
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
二
年
度
に
は
月
額
二
九
一
一
円
（
保

険
料
基
準
額
の
全
国
加
重
平
均
）
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
二
一
～
二
〇
二
三

年
度
は
六
〇
一
四
円
と
な
り
、
二
〇
二
四
～
二
〇
二
六
年
度
は
六
二
二
五

円
と
大
幅
な
上
昇
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
保
険
料
の
上
昇
の
抑
制
が

課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
深
刻
な
医
療
・
介
護
分
野
の
人
手
不
足
と
処
遇
改
善
の
動
き

　

直
近
（
二
〇
二
四
年
六
月
）
の
有
効
求
人
倍
率
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
含

む
常
用
）は
、「
全
職
業
」
で
一
・
〇
六
倍
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、「
医


